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入
梅
の
候
、
権
利
者
の
皆
様
、
地
域
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ま
す
ま
す
ご
清
栄
の
こ

と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
頃
か
ら
谷
山
第
三
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
き
ま

し
て
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
関
係
権
利
者
皆
様
方
の
ご

協
力
の
も
と
、
地
区
南
東
側
か
ら
建
物
移
転
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。
並
び
に
、

令
和
元
年
度
は
、

7
街
区
（
⑤
の
一
部
、
⑪
、
⑰
、㉕

の
一
部
、
㉘
、
㉙
、
㉛
）
の
仮
換
地
指
定
を
行
い
ま
し
た

（
仮
換
地
指
定
率
約
39
％
・
令
和
２
年
3
月
末
現
在
）
。

令
和
２
年
度
の
当
初
予
算
は
約
27
億
５
千
万
円
で
、
建
物
移
転
や
道
路
築
造
、
宅
地
整
地
、
水

路
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
仮
換
地
の
個
別
協
議
、
土
地
区
画
整
理
審
議
会
の
開
催
、

埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
等
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

土
地
区
画
整
理
事
業
の
流
れ
に
つ
い
て

か ご し ま 市

仮
換
地

個
別
協
議

仮換地修正案

諮問答申

土地区画整理審議会

仮
換
地
指
定

建
築
物
等
の
調
査
（※

）

建
築
物
等
の
移
転
・
補
償
協
議

移
転
（
お
引
越
し
）

仮
換
地
の
使
用
収
益
開
始

住
宅
等
の
建
築
（
各
自
）

換
地
処
分 ★

工事概成 令和１３年度 予定

道
路
等
の
工
事
・
宅
地
の
整
地

※

建
物
調
査
は
、
早
く
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

工事の計画にあわせて個別協議を行いますので、
伺うまでに、時間がかかる場合があります。

従
前
の
宅
地
上
の
建
物
等
に
つ
い

て
、
移
転
を
お
願
い
す
る
時
期
に
な

り
ま
し
た
ら
、
建
物
等
所
有
者
と
の

協
議
に
入
り
ま
す
。
な
お
、
移
転
に

要
す
る
費
用
等
は
、
基
準
に
基
づ
き
、

補
償
し
ま
す
。

※

移
転
の
工
法
等
は
、
協
議
の
中
で

お
話
し
ま
す
。

仮
換
地
指
定
と
は

仮
換
地
の
個
別
協
議
、
土
地
区
画

整
理
審
議
会
の
諮
問
を
経
て
、
市
か

ら
権
利
者
の
方
に
「
仮
換
地
指
定
通

知
書
」
を
お
送
り
し
ま
す
。

こ
の
通
知
に
よ
り
、
権
利
者
の
仮

換
地
が
正
式
に
確
定
し
ま
す
。

（
行
政
処
分
）

※

登
記
は
修
正
さ
れ
ま
せ
ん
。

建
築
物
等
の
移
転
・
補
償
協
議
と
は

令和２年度の事業概要

・仮換地個別協議
・土地区画整理審議会の開催
・建物移転

・道路築造
・宅地整地
・水路整備

仮換地指定された街区

現在協議中もしくは

令和２年度から協議予定
の箇所

鹿児島南高校

令和１５年度 予定

鹿児島都市計画事 業 谷山第三地区土地区画整理事業 設 計 図

令和２年度
建物移転予定範囲

令和２年度

道路築造・宅地整地・水路整備
予定範囲

仮
換
地
先
の
水
道
等
の
整
備
が
終

了
し
、
宅
地
と
し
て
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
時
点
で
、
土
地
所
有
者

へ
引
き
渡
す
た
め
に
、
市
か
ら
仮
換

地
の
使
用
を
開
始
で
き
る
こ
と
の
通

知
を
行
い
ま
す
。
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谷山第三地区土地区画整理事業についてのお問い合わせ

谷山都市整備課 谷山第二・第三地区係 099-269-8436

令和２年（２０２０年）6月か ご し ま 市

リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可

埋

蔵

文

化

財

の

調

査

に

つ

い

て

鹿児島都市計画事 業 谷山第三地区土地区画整理事業 設 計 図
谷
山
第
三
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
区
域
内
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地※

 

1

「
堂
園
遺

跡
」
で
は
、
平
成
25
年
度
よ
り
教
育
委
員
会
文
化
財
課
が
遺
跡
の
内
容
・
時
期
・
範
囲

に
つ
い
て
事
前
調
査
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
事
前
調
査
の
結
果
、
弥
生

～
江
戸
時
代
の
人
々
の
生
活
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
区
内
全
域
で
遺
跡
の
有
無
を
確
認
す
る
調
査
も
実
施
中
で
、
２
箇
所
で
大

量
の
鉄
滓※

 

2

な
ど
が
確
認
さ
れ
、
地
区
南
東
側
に
つ
い
て
は
「
惣
福
前
田
遺
跡
」
と

し
て
新
た
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
今
年
度
は
「
堂
園
遺
跡
」
で
は
事
前
調
査
、
「
惣
福
前
田
遺
跡
」
で
は
記
録

保
存
の
た
め
の
本
調
査
を
実
施
予
定
で
す
。
調
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
細
心
の
注
意
を

払
い
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
 

1

包
蔵
地(

ホ
ウ
ゾ
ウ
チ)

：
遺
構
や
遺
物
な
ど
の
文
化
財
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
土
地

※
 

2

鉄

滓(

テ
ッ
サ
イ)

：
製
鉄
や
鍛
冶
を
行
う
際
に
生
じ
る
不
純
物

皆

様

へ

の

お

願

い

区
画
整
理
区
域
内
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
事
項
が
あ
る
場
合

は
、
谷
山
都
市
整
備
課
ま
で
届
出
・
許
可
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

届
出
の
様
式
は
、
直
接
、
谷
山
都
市
整
備
課
ま
で
来
て
い
た
だ
く

か
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

「
届
出
」

①
所
有
権
が
移
転
し
た
場
合

【
所
有
権
移
転
届
出
書
】

②
住
所
・
氏
名
が
変
わ
っ
た
場
合

【
住
所
氏
名
変
更
届
出
書
】

③
代
理
人
を
定
め
た
場
合

【
代
理
人
選
任
届
出
書
】

④
所
有
者
の
代
表
者
を
定
め
た
場
合

【
所
有
者
の
代
表
者
選
任
届
出
書
】

⑤
相
続
人
の
代
表
者
を
定
め
た
場
合

【
相
続
人
の
代
表
者
選
任
届
出
書
】

⑥
借
地
権
の
申
告
を
す
る
場
合

【
借
地
権
申
告
書
】

共

有

物

分

割

に

つ

い

て

共
有
名
義
の
土
地
の
う
ち
、
私
道
等
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
者
に
、
持
分
に
応
じ
て
分
割
し
て
換
地
す
る
案
を
ご
説
明
し
て

お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
分
割
し
て
換
地
し
た
場
合
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
名

義
は
、
共
有
名
義
の
ま
ま
で
す
。

共
有
名
義
の
土
地
に
、
建
物
を
建
て
る
場
合
、
全
て
の
共
有
者
の
同
意
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
土
地
を
売
買
す
る
と
き
に
、
敬
遠
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
消
し
た
い
方
は
、
他
の
共
有
者
と
ご
相
談
の
う
え
、

共
有
名
義
の
土
地
を
単
有
名
義
に
す
る
「
共
有
物
分
割
」
の
手
続
き
を
さ
れ
る
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

共
有
物
分
割
は
、
時
期
に
よ
り
次
に
示
す
ケ
ー
ス
１
～
３
の
よ
う
に
必
要
な
作

業
が
異
な
り
ま
す
。
鹿
児
島
市
で
は
、
ケ
ー
ス
１
～
３
の
う
ち
、
ケ
ー
ス
２
を
推

奨
し
て
お
り
ま
す
。

注

意

喚

起

に

つ

い

て

区
画
整
理
区
域
内
に
お
い
て
、
南
東
側
よ
り
建
物
移
転
が
進

ん
で
い
ま
す
。
危
険
な
た
め
、
移
転
後
の
土
地
へ
の
立
入
は
ご

遠
慮
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
現
在
は

永
田
川
沿
い
の
道
路
と
事
業
用
地
に
高
低
差
が
あ
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
の
で
、
通
行
さ
れ
る
際
は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

「
許
可
申
請
」

建
築
物
及
び
工
作
物
の
新
築
や
増
・
改
築
、
土
地
の
形
質

の
変
更
、
ま
た
は
移
動
の
容
易
で
な
い
物
件
の
設
置
・
堆
積

を
行
う
場
合

【
土
地
区
画
整
理
法
第
76
条
に
基
づ
く
許
可
申
請
】

過
去
の
「
区
画
整
理
だ
よ
り
」
は
本
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
検
索
画
面
に
て
、
「
谷
山
第
三
地
区

区
画
整
理
だ
よ
り
」
と
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

ケース２ ケース１ケース３

仮
換
地
指
定
前
の
場
合

仮
換
地
指
定
後
～
換
地
処
分
前
（
令
和
15
年
度
予
定
）
の
場
合

換
地
処
分
後
（
令
和
15
年
度
予
定
）
の
場
合

①
境
界
立
会
、
②
現
地
測
量
、
③
分
筆
、
④
持
分
移
転
の
作
業
が
必
要
で
す
。

③
分
筆
、
④
持
分
移
転
の
作
業
が
必
要
で
す
。

仮
換
地
指
定
後
の
場
合
、
鹿
児
島
市
が
所
有
す
る
「
現
況
公
図
調
整
図
」
を
用

い
て
作
成
さ
れ
た
図
面
を
も
と
に
、
土
地
の
分
筆
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
た
め
、
①
境
界
立
会
、
②
現
地
測
量
は
不
要
に
な
り
ま
す
。

④
持
分
移
転
の
作
業
が
必
要
で
す
。

換
地
処
分
に
よ
り
、
換
地
に
新
た
な
地
番
が
つ
く
た
め
、
③
分
筆
も
不
要
に
な

り
ま
す
が
、
土
地
の
名
義
は
、
共
有
名
義
の
ま
ま
な
の
で
、
持
分
移
転
（
お
互
い

の
持
分
を
放
棄
し
て
単
有
名
義
に
す
る
方
法
）
が
必
要
で
す
。

※

な
お
、
鹿
児
島
市
で
は
共
有
物
分
割
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

①
②
③
は
土
地
家
屋
調
査
士
、
④
は
司
法
書
士
に
依
頼
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

オススメ！

地区内全域での

遺跡の有無確認

鹿児島南高校

鉄滓

土器

転落注意

新たな遺跡の可能性有

令和２年度
調査予定範囲

惣福前田遺跡

（新たに認定）
堂園遺跡


